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運賃の改正に伴う給与関連申請システムの操作方法 

 
※ 申請画面については、先月の事務連絡の別添参照。 
① 審査画面において、支給開始日を R05/10/01 にするが、備考欄を入力しな
いとエラーになる。

 
 
②  運賃改定日と手当額支給日の異なる理由を記入。
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③ 運賃改定後の金額および正しい支給日になっているか確認する。

 
 

 
※ この後の操作方法については通常の認定時と同じ。 


